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三鷹市で発生して
いる交通総量

        14万トリップ/日
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２. 外環道による交通の変化                                  

（１） 交通量の推計での仮定した条件 

１） 基本的考え方 

• 「平成 11 年観測交通量」を使って「外環道開通を想定した交通量」を推計し、外環道の

開通によって、地域の一般道路の交通量が増えるのか減るのかをシミュレーションする。 

２） 仮定した条件 

① 道路網 

• 現在の道路網に、3 環状道路（外環道の東名以南を除く）が開通したと仮定した。 

② 料金体系 

• 高速道路及び首都高速道路は現在の料金体系で、外環道は全線 500 円均一（普通車）と

仮定した。 

③ 外環道（関越道～東名道） 

• 延長約 16Km で 3 箇所のジャンクションが存在し、全線 6車線で速度 80Km/h の規格と仮

定した。 

④ 交通の発生元と行き先 

• 『平成 11 年道路交通センサス』の「自動車起終点調査」で把握した自動車交通の発生

元（起点）と行き先（終点）を用いて仮定した。 

【例】三鷹市に起点と終点を持つ自動車交通の流動量 

（自動車が 1 回移動した場合の単位を「トリップ」と呼ぶ。例えば、1台の自動車が 1日に

2 回移動した場合は 2 トリップとなる） 
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⑤ 経路の選択 

• 自動車が発生元から行き先まで移動するとき、「所要時間」が最も短い経路が選択され

ると仮定した。 

• また、有料道路の場合は、その「料金」を「時間」に換算した上で、「所要時間」に加

えて計算した。 

【例】 
z 下図の場合、A ルートの方が距離は長いが走行速度が速いため、所要時間が少ない。

従って A ルートが選ばれる。 

A ルート：  20Km÷30Km/h×60 分＝40 分 

B ルート：  15Km÷20Km/h×60 分＝45 分 
 

 
 
 
 

z 距離 15Km・速度 60Km/h・料金 500 円の新しい道路（Cルート）ができた場合（下図）、

A ルート・B ルート共に交通量が減少し、走行速度が速くなり所要時間は短くなる。

しかし、料金を時間評価値（乗用車は 63 円/分・台）で時間に換算して加えても、   

C ルートの所要時間（換算値）の方が少なくなるため、C ルートが選ばれる。 

A ルート：  20Km÷40Km/h×60 分＝30 分 

B ルート：  15Km÷30Km/h×60 分＝30 分 

C ルート： （15Km÷60Km/h×60 分）＋（500 円÷63 円/分） 

＝  15 分        ＋   8 分      ＝23 分 
 

 
 
 
 
 
 

z すなわち、この場合には、新しい道路の開通により A ルートから Cルートに経路が変

更されると仮定する。 

 

【参考】時間評価値 
 
●「時間評価値」とは、労働賃金、自動車の乗車人員、車両の使用料などから換算した「自動車 1 台（乗

員も含む）の時間当りの時間価値」である。 
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交通量

6.1万台／日

東京都多摩地区
（地元４市を除く）

横浜・川崎
4%

北関東・東北方面
（茨城・栃木・群馬・新潟など）

東海・関西方面
4%

地元（7区市）
関連交通

8%

東京都区部
（地元３区を 除く）

埼玉南部
2%

横浜・川崎

埼玉南部
（さいたま市・川越市・三郷市など）

10%

神奈川西部
（相模原市・小田原市・平塚市など）

埼玉南部
（さいたま市・川越市・三郷市など）

8%

神奈川西部
（相模原市・小田原市・平塚市など）

埼玉北部
（熊谷市・春日部市・秩父市など）

3%

横浜・川崎

埼玉北部
（熊谷市・春日部市・秩父市など）

4%

横浜・川崎

北関東・東北方面
（茨城・栃木・群馬・新潟など）

9%

神奈川西部
（相模原市・小田原市・平塚市など）

北関東・東北方面
（茨城・栃木・群馬・新潟・福島など）

11%

神奈川西部
（相模原市・小田原市・平塚市など）

山梨・長野方面
14%

横浜・川崎

山梨・長野方面
9%

埼玉南部
（さいたま市・川越市・三郷市など）

東海・関西方面
5%

その他の通過交通
8%

埼玉南部と神奈川県
間の交通　18％

北関東と神奈川県間
の交通　20％

（２） シミュレーションの結果 
 

１） 外環道の交通量 

 

■ シミュレーションの結果、外環道の交通量（断面）は約 6～9 万台/日と試算された。このうち、大

型車は約 2.4 万台/日～3.3 万台/日で約 2.5 台に 1 台が大型車である。この交通の内訳を分析すると、

北関東と神奈川県間の交通が 2 割、埼玉南部と神奈川間の交通が 2 割を占めている。 

 
 
 

 

5.1万台/日

3.5万台/日

1.1万台/日

2.1万台/日

0.6 万台/日 

0.1 万台/日

4.9 万台/日 

1.2 万台/日 

4.2万台/日 4.4万台/日

3.4万台/日

2.7万台/日

交通量

6.1万台/日

普通車

3.7万台/日

大型車

2.4万台/日
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外環道がある場合のシミュレーション 

一般道の交通の変化（全車） 
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２） 一般道路の交通の変化 

① 交通量の変化 

 

■ シミュレーションの結果、環状 8 号線・環状 7 号線など南北方向の道路の交通量が減少すると

試算された。一方、東西方向の道路は、一部の区間を除いて大きな変化は現れないと考えられ

る。 

■ なお、個別路線の交通量の変化は次のように試算された。 

 
• 環状 8 号線では、目白通り～五日市街道間で 0.8 万台/日～1.4 万台/日減少、甲州街道（国道

20 号）～国道 246 号間で 0.9 万台/日～1.6 万台/日など、ほとんどの区間で減少しているが、

人見街道～高井戸 IC 間は 1.1 万台/日増加している。 

• 環状 7 号線では、新青梅街道～青梅街道間で 1.3 万台/日～1.6 万台/日減少、方南陸橋～国道

246 号間で 0.7 万台/日～1.4 万台/日の減少が見られる。 

• 青梅街道（高円寺陸橋下交差点～北原交差点間）には大きな変化は見られない。 

• 甲州街道（大原交差点～下布田交差点間）では環状 8 号線～吉祥寺通り間で 0.8 万台/日～

1.0 万台/日増加するが、他の区間に大きな変化は見られない。 

• 国道 246 号には大きな変化は見られない。 

 



 

 14

外環道がある場合のシミュレーション 

一般道の交通の変化（大型車） 
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② 大型車交通量の変化 

 

■ シミュレーションの結果、環状 8 号線の大型車交通量はほぼ半減し、環状 7 号線においても明

確に減少すると試算された。一方、東西方向の道路にはあまり大きな変化は現れないと考えら

れる。 

■ なお、個別路線の交通量の変化は次のように試算された。 

 
• 環状 8 号線（谷原交差点～瀬田交差点間）では、0.5 万台/日～0.9 万台/日の大型車交通量が

減少する。現況の大型車交通量が 1.5 万台/日～1.9 万台/日であり、区間によっては大型車交

通量の減少率は 5 割を超える。 

• 環状 7 号線（豊玉陸橋～上馬交差点間）では 0.1 万台/日～0.3 万台/日の大型車交通量が減少

する。 

• 青梅街道は高円寺陸橋下交差点の周辺で 0.2 万台/日減少している他は、概ね 0.1 万台/日程度

の減少となっている。 

• 甲州街道（国道 20 号）は、環状 8 号線～吉祥寺通り間で 0.1 万台/日増加、環状 7 号線の

西側で 0.1～0.2 万台/日減少している他は、あまり変化は見られない。 

• 国道 246 号（上馬交差点～溝口交差点間）では、0.1 万台/日～0.2 万台/日の減少となってい

る。 

 

 
 




